
  
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

（
平
成
十
三
年
十
一
月
一
日 

衆
議
院
総
務
委
員
会
） 

   

政
府
は
、
行
政
事
務
を
行
政
機
関
か
ら
委
任
を
受
け
て
実
施
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
指
定
法
人
等
の
情
報

公
開
の
制
度
化
に
つ
い
て
、
情
報
公
開
が
政
府
の
諸
活
動
に
つ
い
て
の
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
の
確
保
で

あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
行
政
機
関
情
報
公
開
制
度
等
の
運
用
の
実
態
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
を
進
め
る

こ
と
。 

資料１０ 



 
 

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

（
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日 

参
議
院
総
務
委
員
会
） 

 
 

 
 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
政
府
の
諸
活
動
を
国
民
に
説
明
す
る
責
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
重
要

性
に
か
ん
が
み
、
指
定
法
人
等
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
本
法
の
対
象
外
と

さ
れ
た
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
に
お
い
て
も
、
適
切
な
情
報
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

二
、
対
象
法
人
は
、
開
示
請
求
権
制
度
及
び
情
報
提
供
制
度
が
的
確
に
機
能
す
る
よ
う
、
法
人
文
書
の
適
正

な
管
理
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
で
き
る
限
り
国
民
に
分
か
り
や
す
い
情
報
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
。 

三
、
情
報
公
開
審
査
会
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
体
制
の
整
備
に
十
全
を
期
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 

 


